
 
平

成

一

○

年

六

月

一

八

日

判

決

 

平

成

九

年

( ﾜ )
第

四

四

九

号

損

害

賠

償

請

求

事

件

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
判

 
 

 
 

 
 

 
 

 

決

 

 

原

 
 

 
 

告

 
 

 
 

表
 

 

年

 
 

男

 
 

外

８

名

 

 

 
 

右

原

告

九

名

訴

訟

代

理

人

弁

護

士

 
 

佐

 
 

藤

 
 

千

 

代

 

松

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山

 
 

�

 
 

則

 
 

 

和

 

  
 

 

被

 
 

 
 

 
 

 

告

 
 

 
 

 
 

御

 
 

 

嵩

 
 

 
 

町

 
 



右

代

表

者

町

長

 
 

 
 

 
 

 
 

 

柳

 
 

川

 
 

喜

 
 

郎

 

右

訴

訟

代

理

人

弁

護

士

 
 

 
 

 
 

河

 
 

合

 
 

良

 
 

房

 
同

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鷲

 
 

見

 
 

和

 
 

人

 

同

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

原

 
 

田

 
 

彰

 
 

好

 

同

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鍵

 
 

谷

 
 

恒

 
 

夫

 

 
 

 

主

 
 

 
 

 
 

 

文

 

一

 

原

告

ら

の

請

求

を

い

ず

れ

も

棄

却

す

る

。 

二

 

訴

訟

費

用

は

原

告

ら

の

負

担

と

す

る

。
 

 
 

 
 

 

事

 

実

 

及

 

び

 

理

 

由

 

第

一

 

請

求

 

 
 

 

被

告

は

、

原

告

ら

の

各

自

に

対

し

、

各

五

○

万

円

を

支

払

え

。

 

第

二

 

事

案

の

概

要

 



一
 

争

い

の

な

い

事

実

等

 
１

 
原

告

ら

に

つ

い

て

 
原

告

ら

は

、

い

ず

れ

も

韓

国

籍

を

有

し

、

御

嵩

町

在

住

の

者

で

あ

る

。

 

 

 
 

２

 

住

民

投

票

に

つ

い

て

 

( 一 ) 

御

嵩

町

住

民

か

ら

、

平

成

八

年

一

一

月

七

日

こ

ろ

に

、

産

業

廃

棄

物

処

理

施

設

(

以

 

下

「

産

廃

施

設

」

と

い

う

。
)
 

の

設

置

に

つ

い

て

、

御

嵩

町

住

民

の

賛

否

の

意

思

を

問

 

う

べ

き

だ

と

し

て

、

御

嵩

町

に

対

し

、

産

廃

施

設

の

設

置

に

つ

い

て

の

住

民

投

票

に

関

 

す

る

条

例

の

制

定

を

求

め

る

直

接

請

求

が

な

さ

れ

た

。

 

右

条

例

の

案

で

は

、

投

票

資

格

が

御

嵩

町

の

選

挙

人

名

簿

の

登

録

者

に

限

定

さ

れ

て

 

い

た

こ

と

か

ら

、

原

告

ら

は

、

同

年

一

二

月

二

五

日

に

御

嵩

町

議

会

宛

に

、

条

例

制

定

 

に

際

し

て

は

選

挙

人

名

簿

に

記

載

の

な

い

外

国

人

に

対

し

て

も

投

票

資

格

を

与

え

る

よ

 



う

条

例

案

の

変

更

を

要

望

す

る

要

望

書

を

提

出

し

た

(

甲

二

)

。

 

し

か

し

、

右

要

望

は

容

れ

ら

れ

ず

、

御

嵩

町

議

会

は

、

平

成

九

年

一

月

一

四

日

日

投

 
票

資

格

を

御

嵩

町

の

選

挙

人

名

簿

の

登

録

者

に

限

定

し

た

「

御

嵩

町

に

お

け

る

産

業

廃

 

棄

物

処

理

施

設

の

設

置

に

つ

い

て

の

住

民

投

票

に

関

す

る

条

例

平

成

九

年

一

月

御

嵩

町

 

条

例

第

一

号

」
(

以

下

「

本

件

条

例

」

と

い

う

。)
 

の

制

定

を

可

決

し

、

本

件

条

例

は

 

平

成

九

年

一

月

二

一

日

に

公

布

さ

れ

た

。

 

( 二 ) 

そ

こ

で

、

原

告

ら

が

、

御

嵩

町

住

民

に

、

御

嵩

町

に

居

住

し

外

国

人

登

録

を

し

て

い

 

る

外

国

人

に

も

住

民

投

票

の

資

格

を

与

え

る

よ

う

本

件

条

例

の

改

正

を

す

べ

き

だ

と

し

 

て

相

談

し

た

と

こ

ろ

、

賛

同

し

た

日

本

国

籍

を

有

す

る

住

民

の

有

志

が

、

平

成

九

年

五

 

月

二

〇

日

に

右

の

趣

旨

の

条

例

改

正

の

直

接

請

求

を

し

、

右

請

求

に

基

づ

き

、

御

嵩

町

 

議

会

は

、

平

成

九

年

五

月

二

六

日

に

「

御

嵩

町

に

在

住

す

る

外

国

人

登

録

を

行

な

っ

て

 

い

る

外

国

人

で

、

公

示

日

の

前

日

に

お

い

て

年

齢

満

二

〇

年

以

上

の

者

で

、

引

き

続

き

 



三

か

月

以

上

御

嵩

町

に

居

住

す

る

者

に

投

票

資

格

を

与

え

る

」

と

い

う

条

例

改

正

案

を

 

審

議

し

た

が

、

こ

れ

を

否

決

し

た

。

 
( 三 ) 

本

件

条

例

に

基

づ

く

住

民

投

票

は

、

平

成

九

年

六

月

二

二

日

に

実

施

さ

れ

た

が

、

原

 

告

ら

は

住

民

投

票

を

す

る

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

。

 

３

 
 

本

訴

の

提

起

に

つ

い

て

 

そ

こ

で

、

原

告

ら

が

、

本

件

条

例

に

基

づ

く

住

民

投

票

に

お

い

て

原

告

ら

が

投

票

で

き

 

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

、

本

件

条

例

が

憲

法

二

一

条

、

一

四

条

に

違

反

す

る

も

の

で

あ

 

っ

て

、

こ

れ

に

よ

り

原

告

ら

は

精

神

的

苦

痛

を

被

っ

た

と

主

張

し

て

、

被

告

に

対

し

、

国

 

家

賠

償

法

一

条

一

項

に

基

づ

く

損

害

賠

償

請

求

と

し

て

、

原

告

ら

各

自

に

五

〇

万

円

宛

の

 

支

払

を

求

め

て

、

本

件

訴

訟

を

提

起

し

た

。
 

二

 

争

点

 

１

 

本

件

条

例

は

、

憲

法

二

一

条

に

違

反

す

る

か

。

 



２
 

本

件

条

例

は

、

憲

法

一

四

条

に

違

反

す

る

か

。

 
３

 
な

お

、

損

害

額

に

つ

い

て

も

争

い

が

あ

る

。

 

三

 
 

争

点

に

関

す

る

原

告

ら

の

主

張

 

１

 

本

件

条

例

の

違

憲

性

 

意

見

表

明

の

自

由

は

、

民

主

主

義

社

会

の

基

盤

を

な

す

重

大

な

基

本

的

人

権

で

あ

り

、

 

意

見

表

明

の

機

会

、

方

法

の

平

等

は

最

大

限

保

障

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

こ

ろ

、

本

 

件

条

例

は

、

産

廃

施

設

設

置

の

賛

否

に

つ

い

て

の

原

告

ら

の

意

見

表

明

の

機

会

を

奪

う

も

 

の

で

あ

る

か

ら

、

原

告

ら

の

表

現

の

自

由

を

侵

害

す

る

も

の

で

あ

り

、

憲

法

二

一

条

に

違

 

反

す

る

。

 

ま

た

、

本

件

条

例

は

、

外

国

人

と

い

う

社

会

的

身

分

又

は

門

地

に

よ

っ

て

、

原

告

ら

を

 

差

別

し

て

、

意

見

表

明

の

機

会

を

与

え

な

い

も

の

で

あ

る

か

ら

、

憲

法

一

四

条

に

違

反

す

 

る

。

な

お

、

本

件

条

例

は

、

民

主

主

義

に

お

け

る

地

方

自

治

の

重

要

性

に

鑑

み

、

産

廃

施

 



 
設

設

置

に

つ

い

て

は

、

御

嵩

町

住

民

の

日

常

生

活

に

密

接

な

関

連

を

有

す

る

こ

と

か

ら

、

 

御

嵩

町

で

は

産

廃

施

設

設

置

に

対

す

る

町

の

意

思

決

定

を

す

る

に

際

し

、

住

民

の

意

思

を

 

問

い

、

そ

の

結

果

を

斟

酌

し

て

御

嵩

町

の

公

共

的

事

務

の

処

理

に

反

映

さ

せ

る

べ

く

制

定

 

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

か

ら

、

公

務

員

の

任

免

に

関

す

る

選

挙

権

と

は

異

な

り

、

投

票

資

格

 

に

つ

い

て

日

本

国

民

と

外

国

人

を

区

別

す

る

合

理

性

は

な

い

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

 

２

 

御

嵩

町

議

会

議

員

の

責

任

 

前

記

の

と

お

り

、

原

告

ら

は

、

本

件

条

例

制

定

前

か

ら

、

外

国

人

に

も

投

票

権

を

付

与

 

す

る

よ

う

に

要

望

書

を

提

出

し

て

い

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

御

嵩

町

議

会

議

員

は

、

議

会

 

に

お

い

て

そ

の

点

に

つ

い

て

十

分

な

審

議

を

せ

ず

、

日

本

国

籍

を

有

す

る

住

民

に

対

し

て

 

の

み

投

票

権

を

付

与

す

る

こ

と

と

し

、

か

つ

、

原

告

ら

の

条

例

改

正

の

申

立

て

に

対

し

て

 

も

議

会

に

お

い

て

十

分

な

審

議

を

せ

ず

、

単

に

外

国

人

で

あ

る

こ

と

の

み

を

も

っ

て

投

票

 



 
権

を

付

与

し

な

か

っ

た

。

 

３

 

よ

っ

て

、

原

告

ら

は

、

被

告

に

対

し

、

国

家

賠

償

法

一

条

一

項

に

基

づ

き

損

害

賠

償

を

 

請

求

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

四

 

争

点

に

関

す

る

被

告

の

主

張

 

本

件

住

民

投

票

に

お

い

て

原

告

ら

が

投

票

で

き

な

か

っ

た

と

し

て

も

、

原

告

ら

は

自

由

に

 

産

業

廃

棄

物

施

設

の

設

置

の

是

非

を

論

ず

る

こ

と

 
(

た

と

え

ば

、

各

種

の

集

会

に

参

加

し

て

 

発

言

す

る

、

ビ

ラ

を

製

作

し

て

配

布

す

る

、

街

頭

演

説

を

行

う

等

)
 

が

で

き

た

の

で

あ

り

、

 

本

件

条

例

は

、

こ

れ

ら

の

表

現

行

為

に

何

ら

の

制

約

を

加

え

て

は

い

な

い

か

ら

、

原

告

ら

の

 

表

現

の

自

由

は

な

ん

ら

制

約

さ

れ

て

い

な

い

。

 

本

件

住

民

投

票

は

、

本

件

条

例

の

定

め

る

手

続

に

よ

り

住

民

の

意

思

を

集

約

し

表

明

す

る

 

と

い

う

、

地

方

自

治

に

お

け

る

国

民

主

権

原

理

の

一

つ

の

具

現

で

あ

る

と

解

す

る

の

が

相

当

 



 
で

あ

っ

て

、

表

現

の

自

由

の

問

題

で

は

な

く

、

参

政

権

の

現

代

的

な

発

現

形

態

で

あ

る

と

解

 

す

る

べ

き

で

あ

る

。

 

そ

し

て

、

外

国

人

に

投

票

権

を

認

め

る

か

ど

う

か

は

、

国

政

上

に

お

い

て

も

地

方

自

治

上

 

に

お

い

て

も

す

ぐ

れ

て

当

該

議

会

に

お

け

る

立

法

政

策

上

の

問

題

と

解

さ

れ

る

か

ら

、

本

件

 

条

例

に

お

い

て

原

告

ら

が

投

票

を

行

う

権

利

は

、

当

該

議

会

の

広

範

な

立

法

裁

量

に

任

さ

れ

 

た

も

の

で

あ

っ

て

、

憲

法

上

の

権

利

と

し

て

保

障

さ

れ

る

も

の

で

は

な

い

。

 

し

た

が

っ

て

、

原

告

ら

に

投

票

権

を

認

め

な

か

っ

た

こ

と

が

国

家

賠

償

法

上

の

損

害

賠

償

 

請

求

の

原

因

と

な

る

こ

と

は

な

い

。

 

第

三

 

争

点

に

対

す

る

判

断

 

一

 

原

告

ら

は

、

前

記

の

と

お

り

、

本

件

条

例

に

基

づ

き

平

成

九

年

六

月

二

二

日

に

行

わ

れ

た

 

住

民

投

票

に

お

い

て

こ

れ

に

投

票

し

て

意

見

表

明

す

る

機

会

が

得

ら

れ

な

か

っ

た

も

の

で

あ

 



 
り

、

原

告

ら

は

本

件

条

例

が

憲

法

二

一

条

、

一

四

条

に

違

反

す

る

も

の

で

あ

る

旨

主

張

す

る

 

の

で

、

以

下

順

次

判

断

す

る

。

 

ま

ず

、

憲

法

二

一

条

に

違

反

す

る

か

に

つ

い

て

判

断

す

る

の

に

、

憲

法

第

三

章

に

定

め

る

 

基

本

的

人

権

の

保

障

は

、

権

利

の

性

質

上

日

本

国

民

を

対

象

と

し

て

い

る

と

解

さ

れ

る

も

の

 

を

除

き

、

我

が

国

に

在

留

す

る

外

国

人

に

対

し

て

も

等

し

く

及

ぶ

も

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

 

憲

法

二

一

条

一

項

の

表

現

の

自

由

は

、

そ

の

民

主

主

義

社

会

に

お

け

る

重

要

性

に

鑑

み

、

原

 

則

と

し

て

、

我

が

国

に

在

留

す

る

外

国

人

に

対

し

て

も

そ

の

保

障

が

及

ぶ

と

解

す

ベ

き

で

あ

 

る

。

 

し

か

し

な

が

ら

、

本

件

の

よ

う

に

、

住

民

投

票

を

通

じ

て

意

見

表

明

を

す

る

と

い

う

意

味

 

で

の

表

現

の

自

由

は

、

い

わ

ば

投

票

権

そ

の

も

の

で

あ

る

と

こ

ろ

、

憲

法

上

、

地

方

公

共

団

 

体

の

住

民

に

は

、

地

方

公

共

団

体

の

長

、

そ

の

議

会

の

議

員

等

の

選

挙

権

(

憲

法

九

三

条

二

 



 
項

、

地

方

自

治

法

一

一

条

、

一

八

条

、

公

職

選

挙

法

九

条

二

項

)
 

及

び

地

方

特

別

法

の

住

民

 

投

票

権

 
(

憲

法

九

五

条

、

地

方

自

治

法

二

六

一

条

、

二

六

二

条

)
 

が

保

障

さ

れ

て

い

る

だ

け

 

で

あ

っ

て

、

そ

の

他

に

、

地

方

公

共

団

体

の

政

策

に

か

か

る

住

民

投

票

に

お

い

て

投

票

権

を

 

認

め

た

根

拠

規

定

が

な

い

こ

と

か

ら

す

れ

ば

、

原

告

ら

外

国

人

を

含

め

て

日

本

人

で

あ

る

住

 

民

に

つ

い

て

も

、

憲

法

上

、

右

の

意

味

で

の

投

票

権

は

保

障

さ

れ

て

い

る

も

の

で

は

な

い

と

 

解

す

る

の

が

相

当

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

本

件

に

お

い

て

、

産

廃

施

設

の

設

置

に

関

す

る

住

 

民

投

票

が

実

施

さ

れ

た

の

は

、

町

民

の

意

思

を

問

う

べ

き

で

あ

る

と

い

う

御

嵩

町

の

政

策

に

 

よ

る

も

の

に

す

ぎ

ず

、

住

民

の

憲

法

上

の

権

利

に

基

づ

く

も

の

で

は

な

い

と

い

う

べ

き

で

あ

 

る

。

 

そ

う

す

る

と

、

本

件

住

民

投

票

に

お

い

て

投

票

を

通

じ

て

意

見

を

表

明

す

る

と

い

う

意

味

 

で

の

表

現

の

自

由

は

、

憲

法

上

、

原

告

ら

を

含

む

住

民

に

保

障

さ

れ

て

い

る

も

の

で

は

な

い

 



 
と

い

う

べ

き

で

あ

る

か

ら

、

本

件

条

例

が

憲

法

二

一

条

に

違

反

す

る

も

の

で

あ

る

と

は

い

う

 

こ

と

が

で

き

な

い

。

 

二

 

次

に

、

本

件

条

例

が

憲

法

一

四

条

一

項

に

違

反

す

る

か

否

か

の

点

に

っ

い

て

検

討

す

る

の

 

に

、

憲

法

一

四

条

一

項

が

規

定

す

る

平

等

原

則(

平

等

権

)

は

、

人

で

あ

る

以

上

平

等

に

扱

 

わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

個

人

の

尊

厳

に

基

づ

く

も

の

で

あ

る

か

ら

、

外

国

人

に

も

 

そ

の

保

障

が

及

ぶ

も

の

で

あ

る

が

、

事

柄

の

性

質

上

、

そ

の

取

扱

い

に

区

別

を

設

け

る

こ

と

 

は

、

そ

の

区

別

が

合

理

性

を

有

す

る

限

り

、

右

規

定

に

違

反

す

る

と

は

い

え

な

い

も

の

と

解

 

す

べ

き

で

あ

る

。

 

本

件

条

例

に

お

い

て

、

投

票

資

格

が

御

嵩

町

の

選

挙

人

名

簿

の

登

録

者

、

す

な

わ

ち

日

本

 

国

籍

を

有

す

る

者

と

さ

れ

て

い

る

の

は

、

国

民

主

権

原

理

に

基

づ

く

も

の

で

あ

る

と

解

さ

れ

 

る

と

こ

ろ

、

一

般

に

、

憲

法

の

国

民

主

権

原

理

に

お

け

る

国

民

と

は

日

本

国

民

を

意

味

し

、

 



 
憲

法

一

五

条

一

項

の

公

務

員

の

選

定

罷

免

権

及

び

同

法

九

三

条

二

項

の

地

方

公

共

団

体

の

長

、

 

そ

の

議

会

の

議

員

等

の

選

挙

権

の

保

障

は

外

国

人

に

は

及

ば

な

い

と

解

す

る

の

が

相

当

で

あ

 

る

こ

と

に

鑑

み

る

と

、

本

件

条

例

が

日

本

国

籍

の

有

無

に

よ

り

投

票

資

格

の

有

無

を

区

別

し

 

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

の

合

理

性

は

否

定

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

原

告

ら

は

、

本

件

条

例

 

に

つ

い

て

は

、

右

の

よ

う

な

場

合

と

は

異

な

る

旨

主

張

す

る

が

、

独

自

の

見

解

と

し

て

採

用

 

で

き

な

い

。

 

よ

っ

て

、

本

件

条

例

が

憲

法

一

四

条

に

違

反

す

る

も

の

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

。

 

三

 

な

お

、

原

告

ら

が

外

国

人

で

あ

る

と

し

て

も

、

日

本

で

出

生

し

、

長

年

に

わ

た

り

御

嵩

町

 

に

居

住

し

て

い

る

者

で

あ

り

、

御

嵩

町

に

産

廃

施

設

が

設

置

さ

れ

る

か

否

か

に

つ

い

て

は

重

 

大

な

関

心

を

有

し

て

い

る

こ

と

及

び

前

記

本

件

の

経

過

の

事

実

（

第

二

の

一

２

）

か

ら

す

れ

 

ば

、

原

告

ら

に

本

件

住

民

投

票

の

投

票

資

格

を

付

与

す

べ

き

で

あ

っ

た

と

す

る

考

え

方

に

も

 



 
合

理

性

が

な

く

は

な

い

が

、

本

件

住

民

投

票

の

実

施

自

体

が

御

嵩

町

の

政

策

に

基

づ

く

も

の

 

で

あ

り

、

投

票

資

格

を

付

与

す

る

範

囲

に

っ

い

て

も

立

法

政

策

の

問

題

と

し

て

町

に

裁

量

が

 

あ

る

と

こ

ろ

、

前

述

の

本

件

条

例

の

制

定

及

び

こ

れ

に

基

づ

く

本

件

住

民

投

票

の

実

施

の

経

 

緯

を

み

て

も

、

未

だ

そ

の

裁

量

の

逸

脱

、

濫

用

が

あ

っ

た

こ

と

を

認

め

る

に

は

足

り

な

い

か

 

ら

、

こ

の

点

に

お

い

て

も

違

憲

の

点

が

あ

る

と

は

い

え

な

い

。

 

四

 

以

上

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

余

の

点

に

っ

い

て

判

断

す

る

ま

で

も

な

く

、

原

告

ら

の

請

求

は

 

い

ず

れ

も

そ

の

根

拠

が

な

く

理

由

が

な

い

。

 

岐

阜

地

方

裁

判

所

民

事
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一

部
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官
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